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2

0

2

5

年
の
景
気

を
占
う
う
え
で
重
要
に
な

る
の
は
賃
上
げ
の
行
方
だ
。

物
価
上
昇
率
を
上
回
る
賃

上
げ
が
定
着
す
れ
ば
個
人

消
費
が
上
向
き
デ
フ
レ
脱

却
の
好
循
環
が
期
待
で
き

る
。 25

年
の
春
闘
に
向
け
て
、

労
働
組
合
か
ら
は
高
い
賃

上
げ
要
求
が
相
次
い
で
発

表
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
中

央
労
働
団
体
で
あ
る
連
合

は
、
25
年
春
闘
の
賃
上
げ

要
求
水
準
を
、
全
体
で
は
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
と
定
期
昇
給

を
合
わ
せ
て
「
５
％
以
上
」、

中
小
労
組
で
は
「
６
％
以
上
」

と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

流
通
や
サ
ー
ビ
ス
、
繊
維
な

ど
の
労
組
が
加
盟
す
る
Ｕ

Ａ
ゼ
ン
セ
ン
は
、
パ
ー
ト
な

ど
の
短
時
間
組
合
員
で
過

去
最
高
と
な
る
７
％
基
準

の
要
求
案
を
示
し
て
い
る

ほ
か
、
金
属
労
協
を
は
じ
め

と
す
る
製
造
業
系
の
労
組

も
過
去
最
高
水
準
の
要
求

を
行
う
方
針
で
あ
る
。 

経
営
側
は
ど
う
か
。
経
団

連
会
長
は
７
日
、
経
済
３
団

体
が
開
催
し
た
新
年
祝
賀

会
で
、「
25
年
は
デ
フ
レ
か

ら
の
完
全
脱
却
を
果
た
せ

る
か
分
水
嶺
の
年
。
高
水
準

の
賃
上
げ
の
流
れ
を
定
着

さ
せ
た
い
」
と
し
、
大
手
企

業
ト
ッ
プ
ら
か
ら
は
賃
上

げ
に
意
欲
的
な
発
言
が
相

次
い
だ
。 

賃
上
げ
の
流
れ
を
広
く

定
着
さ
せ
る
に
は
、
企
業
数

の
99
％
以
上
を
占
め
る
中

小
企
業
で
の
引
き
上
げ
が

必
要
だ
。
連
合
会
長
は
６
日

の
年
頭
記
者
会
見
で
「
中

小
・
小
規
模
事
業
者
の
賃
上

げ
が
ポ
イ
ン
ト
。
政
府
に
よ

る
環
境
整
備
を
期
待
」
と
発

言
し
、
中
小
企
業
の
大
手
と

の
格
差
是
正
を
目
指
す
と

し
た
。 

地
方
の
状
況
は
ど
う
か
。

当
社
が
あ
る
三
重
県
で
は
、

24
年
春
季
の
賃
上
げ
率
は
、

当
社
が
昨
年
７
月
に
県
内

の
中
小
企
業
等
に
行
っ
た

調
査
で
3
・
46
％
、
連
合

三
重
の
集
計
結
果
で
は
全

体
で
5
・
19
％
、
従
業
員

数

3

0

0

人
未
満
の
組

合
で
4
・
02
％
と
な
り
、

い
ず
れ
も
高
い
水
準
と
な

っ
た
。 

人
手
不
足
が
続
く
中
、

25
年
も
そ
の
流
れ
は
継
続

す
る
と
み
ら
れ
る
。
当
社
の

11
月
調
査
で
は
、
25
年
度

に
賃
金
を
「
引
き
上
げ
る
方

向
で
検
討
」
と
答
え
た
企
業

は
66
・
7
％
と
、
24
年
度

見
通
し
｟
66
・
3
％
｠
と

ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ
た
。
賃

上
げ
率
の
方
向
感
に
つ
い

て
は
、「
24
年
度
と
同
程
度
」

が
約
６
割
、
24
年
度
よ
り

「
上
げ
る
方
向
」
が
約
３
割
、

「
下
げ
る
方
向
」
は
約
１
割

と
な
り
、
前
年
度
と
同
程
度

以
上
の
賃
上
げ
率
が
期
待

で
き
る
回
答
と
な
っ
た
。 

た
だ
、
中
小
企
業
の
賃
上

げ
原
資
は
限
ら
れ
て
い
る
。

11
月
調
査
で
は
経
営
上
の

問
題
の
ト
ッ
プ
に
、
製
造
業

で
「
原
材
料
高
」
、
非
製
造

業
で
は
「
人
手
不
足
」
と
並

び
「
人
件
費
の
上
昇
」
が
挙

が
り
、
コ
ス
ト
の
増
大
が
既

に
重
荷
と
な
っ
て
い
る
。 

連
合
等
が
掲
げ
る
力
強

い
賃
上
げ
の
実
現
に
は
、
労

務
費
を
含
め
た
価
格
転
嫁

等
の
取
引
価
格
の
適
正
化

が
不
可
欠
だ
。
11
月
調
査

で
は
、
仕
入
価
格
上
昇
分
の

７
割
以
上
を
転
嫁
で
き
て

い
る
企
業
は
６
割
を
占
め

た
が
、
23
年
７
月
以
降
ほ

ぼ
横
ば
い
で
増
え
て
お
ら

ず
、
度
重
な
る
値
上
げ
分
を

転
嫁
し
切
れ
て
い
な
い
状

況
も
う
か
が
え
る
。
特
に
製

造
業
で
そ
の
傾
向
は
強
く
、

「
労
務
費
の
転
嫁
が
困
難
」

と
の
声
も
あ
る
。 

政
府
は
、
適
切
な
価
格
転

嫁
の
動
き
を
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
全
体
で
定
着
さ
せ

る
た
め
、
下
請
法
の
改
正
に

向
け
た
検
討
を
進
め
て
い

る
。
12
月
の
有
識
者
会
議

の
報
告
で
は
、
十
分
な
協
議

を
行
わ
な
い
一
方
的
な
取
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引
代
金
の
決
定
を
規
制
す

る
案
な
ど
が
示
さ
れ
た
。 

一
方
中
小
企
業
は
、
政
府

が
公
表
し
た
価
格
交
渉
支

援
ツ
ー
ル
や
業
務
改
善
助

成
金
、
賃
上
げ
促
進
税
制
な

ど
の
賃
上
げ
支
援
策
を
活

用
で
き
る
。
賃
上
げ
で
人
材

を
惹
き
つ
け
、
生
産
性
向
上

と
成
長
に
つ
な
げ
る
。
持
続

的
か
つ
構
造
的
な
賃
上
げ

へ
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
。 


